
発行者 :社団1法1人 福井県下水道管路維持協会 FukⅢ sOWeF Collёё‖on SySlem MJltena16e‐ Aslociatb,
事務局/〒 916‐ 0005福井県鯖江市杉木可813番地. TEL&FAX 0778・ 5212805

わが街の

下水道管渠の管理

肇
賀
]水が 電 幸 痣洟財‐眩

1.はじめに

敦賀市は、三方を山に囲まれ、敦賀湾に面しているため古 くか

ら港を中心に交通の拠点として発展してきました。地下水が豊富

なため、昭和15年 に大規模な紡績工場が進出してきました。

また、海産物を中心とした水産業が盛んですが、近年では、原子力

発電所の街としても有名です。

ところが、昭和48年頃にPCBに よる敦賀湾汚染の騒動が起こり、

これを契機として昭和49年 に公共下水道基本計画 (全体2,430ha)

を策定し、同時に第 1期事業として 1日市街地の302 8ha認 可を受

け、快適な街づ くりの一環として、本市の公共下水道事業がスタ

ー トいたしました。

昭和58年には下水処理場が供用を開始し、今日まで逐次区域を

拡張し、平成 12年度末では汚水管整備延長215,535m、 処理場能

力 (日 最大)26,600ポ /国 (4系列)、 汚水ポンプ場 1箇所が完 Fし 、

事業認可区域1,086ha、 整備面積799 1haで整備率735%、 普及

率597%と いう状況です。

2.管路の健康管理

下水道施設を人間の体に例えるならば循環器機能などに当る

のではないでしょうか。

身体の各部で発生した老廃物 (汚水)は、毛細血管 (取付管)か ら

取 り入れ、血液 (下水)と して血管 (下水管)を流れて、大静 (動 )脈 (幹

線管路)を 経て心臓に送 りこまれ、心臓 (ポ ンプ)に 到達 し、ここか

ら、さらに肝臓・腎臓など
「

ド水処理場)に送 り込まれて、大小便 (汚

泥・処理水)に なって体外 (河川・海)へ放流されています。

これらの機能が正常に働いていることが大切です。循環器など

の機能に障害が発生し、動脈硬化、肝硬変など(閉 塞・浸水など)を

発病しますと、投薬や手術が必要となります。

健康な身体を維持 し、少 しでも長生きするには、バランスのと

れた食生活や適度な運動などと共に、定期的な健康診断 (調査)に

よる障害箇所の早期発見、早期治療 (補修)が大切です。

3.管路の調査

本市においても、集中豪雨時の処理場への流入量の増水、また、

近年、汚水管内にラー ド堆積や廃棄物の不法投棄による閉塞、公

共l■lへの本根侵入、取付管の屈曲などによる排水不良に対する市

民からの苦情等が多くなってきたため、管路の調査を始めましたc

(1)調査の進め方

管路調査は平成 8年 より開始し、この頃は耐用年数、管渠やマ

ンホール・公共lllの 材質、誤接合など重点を置いて、竣工年度の古

い地区より調査を開始しました。

しかし、平成 10年 より不明水の削減に向け、処理区域を下水道

管の流下系統より8ブ ロックに分け流量計を設置し、常時観測を

行うとともに、ブロック毎に雨量計を設置し調査分析しました。

雨水浸入量と地下水浸入量を調査したところ、プロックによっ

て不明水の浸入率に大変バラツキがあることが判明しました。現

在では、このデータを取 り入れた調査計画を進めています。

(2)調査の方法

マンホール内、及び、管渠内部の調査の方法として、人が直接中

に入 り、視察する日視調査 と、機械的なロボットにより簡易的に

調査するTV調査があります。

マンホール内や本管 φ800mm以 上の対象物は日視調査及び、

潜行目視により実施 し、φ800mm未満の管渠については、安全性

を考慮してTV調査により行つています。

(3)調査の判定基準

判定定義は次のとお りです。

Aラ ンク :供用、維持管理に問題を生じ、早急に修繕、改築、更生が

必要と判断されるもの。

Bラ ンク :供用、維持管理に問題を生じ、計画的な修繕、改築、更生

が必要と判断されるもの。

Cラ ンク:供用、維持管理に問題を生じず、修繕、改築、更生が不要

と判断されるもの。

表-1

判定の基準

内■容    |ラ ンク A B C

破    損 形 ltを 保 つていない欠落  亀裂 形状 を保 って いる欠落 亀裂 A B以 外の軽度な もの

クラック (円 周方向) HP:中 5mm以 上、VP:管 十の亀裂 HPI巾 05以 上～5mm未満 HP:ヘアークラック

縦  ク  ラ  ッ  ク HP中 3mn]以 1又 は Er長 の213以 上 HP巾 1]nm以 上又 は管長の 1/10以 ト AB以 外のヘアー クラ ック

IIざ 手 の ス レ 手 間 隙間30mm以上 隙間 10mm以 上～30min木満 出t間 10mm未 満

管  の  タ  ル 管径の1/2以上 管径の 114以 上～ 112未満 管径の 114未 満

本 管 の 蛇 行 他の異状 を伴 わない もの

収 イJ管 の 蛇 行 S字状で取付カメラの挿入が不可 S字状で取付 カ メラの挿入が可 AB以 外の軽度 な もの

モ ル タ ル ゃ llの 付 着 管径の1/3以 し 管径の 1'10以 L～ 113未 満 管径の 1ア 10未 満

′` ッキ ンの はず れ 管径の 112以 上 管径の1/5以上～112未満 管径の1/5未満

取 付 管 の 突 き 出 し 管径 の 1,3以 ト 管径の1/5以上～1/3木満 管径の1/5未満

浸 人 根 内部 に浸入す るすべての根類

浸 入 水 吹 き出 している状態 流れている状態～に じんでいるll態

浸 入 水 跡 水漏れのつ いた状態赤色 または黒色

落 機能低下を弓き起 こしている脱落及び形状不備 いずれ機能低 ドにつながる脱落及び形状不備

変 形 (可 と う性 ) 変形率 30%以 上 変形率 15%以上～30%未 満 変形率5%以 卜～ 15%未満

腐 食 (コ ン ク リー ト, 鉄筋が露 出 している 骨材が露 出 して AB以 外の軽度な もの



4.管路の補修

前述の調査結果により補修計画を作成 し、A,Bラ ンクに入つ

たもの全てを対象に管路の補修工事を実施 しています。なお、補

修工法は次のとお りです。

1)人子し部補修 …………… Vカ ットコーキングエ法、Y字管注入工法

2)本 管部補修 (4ヽ 口径)… FRP工法(ASSI法 )、 スナップロックエ法、

パ ッカーエ法

3)本管部補修 (大 口径)… Vカ ットコーキングエ法、止水バンドエ法

4)公 共桝補修  … … … 改築、Vカ ットコーキングエ法、ロツド注入工法

5)取付管部補修 …………… 改築、FRP工法、パッカーエ法

表…2既設管路の調査及び補修実績

年
1度 調査延長

(km)

補|1修
‐
箇 所 数

人 子し 取付管 公共桝 本  管

8 634 283

9 940 419 30 106 67]

10 585 128 34 167 579

11 653 275 11 90 174

12 690 85 145 239

合   計 929 75 508 1 946

図…1異状箇所割合 (%)

脱落45%
その他
91%

モルタル ラー ド
05%

木根浸入
69%

突き出し
10%

ズレ 隙間
59%

浸入水跡
69%

平成11 12年度調査結果より

5.考 察

本市における既設下水道管渠の大部分は、市が直接施工 した

箇所でありますが、一部において、昭和50年代前半に大手デベロ

ッパーの宅地開発行為に伴い施工され、市に移管された F地 区

があります。

1)市 の直接施工箇所

調査対象は昭和49年から昭和50年代に施工された地域で、地

下水位が高 く、本管にはヒューム管を使用 しているため、この管

種特有の異状箇所が観察された。

ヒューム管にはマンホール管口からlm以 内に一様なクラッ

クが多数発生しており、浸入水の第一の要因となっています。以下、

取付管との接合部、本管継手 とつづ き、これらの補修工事が今後

の維持管理に必要不可欠と考えています。また、コンク リー ト製

公共lllや ヒューム管のジョイント部からの木根の侵入がところ

どころに見受けられた。

この他に軽度のタル ミが幾つか観察されましたが、これ自体は

機能低下の要因に成し難い症状ですが、これに起因したモルタル・

ラー ドの堆積や付着が見受けられるため、今後、定期的な清掃を

行っていきたい。

2)大 手デベロッパーの宅地開発地区

この地区は、元は湿田で舟で田植えをしていたそうです。した

がつて、異状が数多 く見つか りました。本管のヒューム管にはマ

ンホールロからlm以内に一様なクラックが多数発生 してお り、

浸入水の主な要因となつています。また、マンホール内の目地、管

口等や本管継手からの浸入水が多数見られ、流量は最少時間帯で

もヒューム管断面の半断面を占めている状況です。マンホール内

は、Vカ ットマーキング、Y字管注入等により補修は可能であるが、

本管部においては機能回復は困難な状態となっています。

以上のことから、両地区に共通 していることは、地下水位が高

くて被圧水の影響が大きく、地盤が悪 く、施工技術が乏しかった

こと。また、材料や工法の選定に適切さを欠けていた等が上げら

れますc

今後、ますます増え続ける老朽管をいかにして管理していくか

が重要課題となっています。

そこで、日常の点検、清掃や修繕等の情報をデータベース化 し、

これを計画的に実施すると共に、発生主義的対応から予防的対応

に変換を図ることが急務であると考えています。

6.おわりに

今日、私たちのライフラインとして、下水道は欠 くことのでき

ない存在となつていますが、多額の事業費を必要とするため自治

体の財政を悩ましています。

管渠の浸水対策は下水道の維持管理において、大変重要な業務

でありますが、地味で困難な業務で もあります。不明水の浸入率

を極カゼロにすることにより処理場経費の削減など多大な利益

を受けることにな ります。

集中豪雨時に宅内桝などから雨水の流入等の問題を避けるた

め行政の努力だけでなく住民の理解と協力 も必要であり、市の広

報等を通して一層のPRを していく所存であります。

維持管理は事業効果が見え難いため、予算を獲得しにくい現状

でありますが、継続的な維持管理計画を進めていくことが大切だ

と思っています。

最後に、(社 )福井県下水道管路維持協会の更なるご活躍とこ発

展を祈念といたします。



リューション
チヤンスに向かつて 一

はじめに

業態変化の兆しが明らかな管路の維持管理。新設工事から改良・

更新工事への時代の変化は、維持管理の形態にも影響を与えざ

るを得ません。そして通信インフラの濠1的な変化、とくにモバイ

ル端末の圧倒的な進化が維持管理のパラダイムを揺るがしてい

ます。

問題が起こりつつあるのです。しかしこの問題の素早い解決 (ソ

リューション)こ そが、ビジネスチャンスヘの扉で もあ ります。

弊社では現在、問題解決のためのツール開発に躍起になっており、

その過程で得たソリューションのヒントがお役に立つのではな

いかと考え、本稿にその一部をまとめました。

維持管理の基本コンセプ ト
ラ
市部の下水道普及率は高 く、新設工事は減少 し、改良・更新

■撃への潮流の変化は明らかです。一方、修繕技術は、薬注止水

一部分補修―スパン補修からスパン更生工法へ と進歩 し、者「市

化により開削工事が不利になるにつれて、土木工事業と維持管

理業の業際が曖昧になって問題が生 じました。非開削の更生工

事は時代の要請となり、当然、土木工事会社 も本腰を入れようと

しています。

では業際の変化によって維持管理業は土木建設業に埋没して

しまうので しょうか。維持管理業を維持管理工事業と捉えてし

まうと、そのおそれはあ りますが、答えはノーです。社会が成熟

するにつれて、省力化できない維持管理がます ます重要になっ

て くることは、高齢化社会におけるケアサービスを始めとする

ニュービジネスの成功で もはっきりしています。世の中は建設

中心の時代からライフサイクルコス トと環境収支を重視するサ

ービスの時代へ変化 しようとしているのです。

管路維持管理の基本はサービス業であるということ。地域に

密着 し、緊急時には素早 く対応 し、社会の静脈を保全することが

管路維持サービスの本義です。成熟社会ではサービスの質が問

/._ま す。サービスの質による差別化が ビジネスチャンスを生

むのです。

グラン ドデザインの大切さ

さて管路維持管理における省力化できなサービスとは何か、

このことを考えてみましょう。災害や事故時の緊急出動、自視踏

査やカメラ調査を中心とした定期点検、改善するかどうかの判

断のための各種調査の多 くは省力化する事が困難なサービスで

す。これらのサービスは管路の普及率が高 くなるにつれてます

ます必要の度合いが高 くなって くるサービスです。

ライフサイクルコス トを考えれば、改良や更新工事 も更新年

度に達 したから発生するのではな く、これらのサービス過程で

合理的な判断をもとに発生するであろうことは、容易に想像す

ることができます。

維持管理 ビジネスのグランドデザインは、省力化できないサ

ービスを、いかに顧客が満足する形で提供するか、という問題を

解決するプロセスそのものです。

問題解決のヒン トを少し

(1)お らが町の詳細な管路情報を、自前で持つこと:マ ッピング

システムというと、大掛か りで費用が掛か り、役所主導でな

ければならないと思っていませんか ?市販のデジタルマ ッ

プや安価なマッピングエンジンが出回つて、状況が一変して

ベ ンタフ株式会社

代表取締役 後 藤

います。自治体のマッピングシステムとプラットホームが異

なっても、維持管理データベースのリンクは難 しくないので

情報そのものは無駄にならないと考えて ください。

(2)維持管理情報を時系列データベースとして持つこと:報告書

を山積みにする時代はパソコンの普及 とともに終わろうと

しています。報告書に書かれている内容より、更新ができる

維持管理データそのものが求められています。

(3)モバイル端末の活用 :携帯電話やPDAの 機能を利用して、維

持管理をしない手はないということ。

(4)シ ンプルな調査と施工の組み合わせをサービスにまとめよう :

調査 してもその結果に基づいて改善 しない事例を、うんざり

するほど経験 してきました。ゴールの見えない調査より簡単

な検査 と施工の組み合わせをサー ビスとして標準化すれば

大きなビジネスチャンスになるということ。

(5)不 明水を無視 してはならない :管 の老朽化を早める不明水。

予防保全の見地からも計画的な不明水対策が管路維持には

重要。

弊社の取り組み (少 しだけPR)

弊社では賛助会員として、調査・コンサルティングや関連機材

の開発 販売・レンタルをとおして、問題解決の手助けをしてまい

りました。紙面がないので、詳細はホームページ |、、、w pelltol18h com)

をご覧いただ くものとして、その一端をここで紹介 します。下水

道展の弊社ブースにもぜひお越しください。

(1)マ ッピングデータサービス開発 :市販デジタルマップを利用

した経済的な維持管理データベースシステムを提供 してい

ます。

(2)ポ ータブル遠隔監視システム :マ ンホールアンテナと人孔内

設置の無線発信型データロガを利用した遠隔監視システム

を提供 しています。

(3)DoPaネ ット遠隔監視システム :NTTの 無線パケット通信網

を利用 した遠隔監視システム。Eメ ール機能だけで警報監視

をする経済的なメールサーバ遠隔監視や、パソコンのブラウ

ザソフ トだけで監視ソフ トが不要なウェブサーバ遠隔監視

システムもあります。

(4)不 明水半自動解析システム :原単位方式による簡易評価法ほ

かをソフト化。弊社タフフローポータブルに対応します。

(5)低圧圧気試験装置 :不明水の根本的な解決法としての管路施

設の水密製試験。これを手軽に行うために、自動判定機能付

きの低圧圧気試験装置を開発しました。

(6)エ アサーベイシステム :携帯端末 とパソコンを無線網でつな

ぎ、リアルタイムに維持管理データを関係部署に同時出力して、

迅速な維持管理 リアクションを喚起 します。

おわりに

維持管理サービスは多くのビジネスチャンスを内包しています。

チャンスゲットに拙稿が少しでもお役にたてれば望外の喜びです。

ありがとうございました。

清



儡 ‐■|力祠0世
第4回通常総会終了
平成 13年 5月 24日 (本)17100/福丼厚生年金会館

当日、御忙 しい中、福井県土本部 都市整備課 児玉清課長様 より、県内の下水

道整備事情 と当協会に対す る期待 と激励のお言葉を頂 き、新入会員 2社 を加

え、正会員 16社 、賛助会員 8団体で下水道維持管理に対 しよ リー層の充実 と

発展を目指す ことを確認 しました。

☆新入会員紹介 ……………・ 株式会社浅原組 代表取締役 浅原利浩

本社 福井市布施田町5H
株式会社寺尾水道 代表取締役 寺尾博幸

本社 武生市本保町851

☆平成13年度事業計画 ……・・広報活動
・各種団体への陳情

・技術者育成事業

下水道維持管理に関する研修会

ふ くい管路協ニュースの発行

その他

☆平成13年度事業経過報告

・各種団体への陳情活動実施

平成13年 6月 25日 ～ 6月 27日

福井県内一円………各社参加

『第 9回下水道維持管理研修会』の開催

開催 日時 平成 13年 9月 13日  14:00～ 16:00

開催場所 福井厚生年金会館

内  容  『管更生技術の動向と手引 き (案 )の発刊J説 明研修会

(社 )日 本下水道協会発刊

講  師  (財 )下水道新技術推進機構研究第三部部長 三品文雄

対  象 福井県内市町村下水道実務担当者

日本下水道協会福井県支部会員

(社 )福井県下水道管路維持協会会員

日本 SPR工 法協会北陸支部会員

催 日本下水道協会福井県支部

(社 )福井県下水道管路維持協会

日本 SPR工 法協会北陸支部

●編集後記

下水道の維持管理にもITの波が押し寄せてきています。維持管理における

データベースの必要性とデータベースを利用することによるライフサイクル

コス トを考慮した維持管理など、自治体と企業が様々な情報を、共有するこ

とが必要となってくると思います。

創刊号では、関係各位から当協会への期待のお言葉をいただき、誠にあり

がとうございました。第 2号からは、維持管理技術の更なる向上を目指し、

新技術や色々な事例を紹介する 「ふ くい管路ニュース」にしていくつもりで

すが、まだまだ不慣れな点が多 く、今後より良い紙面になるように努力しま

す。

主

乳轟FSMA財需蒻講鶉乱n帥∝Associttm
0005福 井県鯖江市杉本町813番地 TEL&FAX 0778-52-2805

株式会社浅原組

〒910-3104 福井県福丼市布施田町511
Te:0776-83-1122  Fax:0776-83-0461

株式会社キー プク リー ン

〒9160005 福井県鯖江市杉本町813番地
Tel:0778-51-1322  Fax10778-51-8234

株式会社 ク ォー ドコーボ レー シ ョン

〒918-8151 福丼市中荒井町第5号 5番地

Tel:0776-38-3806  Fax:0776-38-6284

新保興業株式会社

〒914-0812 敦賀市昭和町118-26
Te:0770-22-1243  Fax:0770-24-0102

株式会社ダイエイ
〒915-0876 武生市自崎町73-1-3
Te:0778-24-4624  Fax10778-24-4626

大北久保建設株式会社

〒9110033 勝山市栄町27-6
Te110779-87-1580  Fax:0779-87-3148

丹南 開発株式会社

〒916-0146 丹生郡朝日町朝日5-171
Te:0778-34-2334  Fax10778-34-2674

株式会社寺尾水道

〒9150806 福井県武生市本保町第8号 5香の
Tel:0778-22-5215  Fax:0778-22-4100

東洋地工株式会社

〒910-0806 福井市高木町4-10-2
Te10776-53-5335  Fax:0776-53-5336

株式会社中村正建設

〒910-0833 福丼市新保2丁目815番地

Te:0776-54-2383  Fax10776-54-2397

西村建設株式会社

〒910-0122 福丼市石盛町816番地

Te110776-56-2822  Fax:0776-56-2823

日特建設株式会社 福丼営業所

〒918-8016福 井市江端町24-212(竹 内ビル2階 )

Te10776-38-6499  Fax:0776-38-6489

北陸推進機工業株式会社

〒910-0859 福井市日之出5丁 目1410
Te:0776-53-6060  Fax:0776-53-6067

株式会社 ミルタニエ業

〒9100844 福井市長本町106番地

Tei0776-53-5671  Fax:0776-53-5695

嶺南建設株式会社

〒9140054 敦賀市白銀町318
Te:0770-25-6333  Fax10770-23-5580

有限会社若狭総合環境セ ンター

〒917-0076 小浜市湯岡11号4番地の 1

Tel:0770-52-1185  Fax10770-53-3356

●賛助会員

エスジーシー下水道センター株式会社

FRP内面補修工法協会

クリスタルライエングエ法協会

株式会社国土開発センター 福井支店

株式会社 水研

日本スナップロック協会

日本スプレーウォール協会

ベンタフ株式会社


